
 

 

 

令和５年第３回定例会 

防災環境産業委員会資料 
 
 

                                         頁 

１ 令和５年台風第13号に伴う災害における県内中小企業の被害状況 ····· ２ 

 

２ 付託案件 ······················································· ２ 

（付託案件：第117号議案 令和５年度 茨城県一般会計補正予算（第４号）） 

 

３ 令和５年台風第13号に伴う災害における被災中小企業への金融支援対策 

【産業政策課】 ··················································· ３ 

（付託案件：第117号議案 令和５年度 茨城県一般会計補正予算（第４号）関係） 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年９月２６日 

産 業 戦 略 部 
 
 

産業戦略部資料 

- 1 -



１ 令和５年台風第13号に伴う災害における県内中小企業の被害状況 
 
○ 県内中小企業の被害状況（令和５年９月25日時点） 

団体名 被害業者数（件） 推計被害額（百万円） 

北茨城市 45 691  

日立市 46 957  

高萩市 53 35  

その他の市町村（10市村） 19 13  

合 計 163 1,696  

※ 商工会・商工会議所・市町村を通じて、被害状況調査を実施。 

※ 今後、被害件数及び推計被害額は増加する可能性がある。 

 

 

２ 付託案件 

 

【 第117号議案 】 

令和５年度 茨城県一般会計補正予算（第４号） 

 

○ 歳出予算補正（産業戦略部分） 
【 部 局 別 】〔令和５年第３回茨城県議会定例会議案概要説明書 第４綴り ４ページより〕 

                                （単位：千円） 

事  項 予算額（今回分） 特定財源 一般財源 

産業戦略部  578,984 564,000 14,984 

 
【 補正予算概要 】〔令和５年第３回茨城県議会定例会議案概要説明書 第４綴り 15ページより〕 

                             （単位：千円） 

事   項 予 算 額 特定財源種目金額 一般財源 備   考 

産業政策課     

商工金融対策費 578,984 諸収入 564,000 14,984 

商工金融対策費            1,150 

      （現計    5,322,595）

中小企業融資資金貸付金  564,000 

（現計  109,783,890）

中小企業信用保証料助成費 13,834 

（現計      434,589）
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様式３ 
主要事業等の概要（案） 

 
産業戦略部 産業政策課 

事業名又は議案の 

名 称 

令和５年台風第１３号に伴う災害における被災中小企業への金融

支援対策 
１ 予 算 額 ５７８，９８４千円 

中小企業融資資金貸付金  ５６４，０００千円 

中小企業信用保証料助成費  １３，８３４千円 

緊急対策融資利子補給事業費   １，１５０千円 
２ 現況・課題 ○令和５年台風第１３号により被災した中小企業者に対し、資金

調達支援など金融面からの支援を行う必要がある。 

３ 必要性・ねらい ○被災した中小企業者の緊急的な資金需要に対応するため、災害

対策融資の特例に令和５年台風第１３号分を追加し、予算額 
５億６千４百万円により新規融資枠１６億９千万円を確保。 

○また、融資利用者の返済負担を軽減するため、信用保証料や利

子への助成を、市町村とともに行い、被災中小企業の早期の復

旧・復興を支援する。 

４ 事業の内容 

 （事業フロー、 

年次別・全体計

画等） 

○災害対策融資特例の概要 
対象者 （ア）直接被害（罹災証明等を受けた者） 

（イ）間接被害（災害救助法適用地域で事業を

営み、被災後、売上高等の減少（20％以上）

について市町村長の認定を受けた者） 
融資限度額 設備：８千万円 

運転：８千万円 運転・設備併用：８千万円 
融資期間 設備：１３年以内（据置３年） 

運転、設備・運転併用：10 年以内（据置２年） 
融資利率 年 1.2～1.6％ 

（３年間は１千万円までの部分を 0.6％に引き下げ） 
保証料率 対象者(ア)：0.25～1.7％ 対象者(イ)：0.7％ 
保証料助成 10 割 ５割 

 
○上記融資に係る利子補給事業の概要 
補給期間 ３年間 
融資利率 年 1.2～1.6％ 

（３年間は１千万円までの部分を 0.6％に引き下げ） 
利子補給※ 10 割 

補給方法 利子補給を実施する市町村に対し県が補助 
※間接被害の場合、１千万円を越える部分は５割補給 

５ 参考事項 

 （過去の実績、 

他県の状況、 

関連データ等） 

〇過去の災害関係融資の実績 
・H27 関東・東北豪雨 907 件 10,522 百万円 (H27、H28) 

・R 元台風 15 号・19 号 557 件 6,869 百万円 (R1、R2) 
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被災した中小企業の負担軽減のため、災害対策融資の特例措置を適用するとともに、
信用保証料補助や利子補給を実施します。

中小企業融資資金貸付金／中小企業信用保証料助成／緊急対策融資利子補給

令和5年度 ９月補正予算案 P

【Ｒ5.9月補正予算額 579百万円】 産業戦略部産業政策課金融Ｇ（029-301-3530）

災害対策融資（台風第13号災害特例分）
564百万円

信用保証料補助 14百万円

利子補給（3年間） 1百万円

ア 直接被害：10/10補助(県1:市町村1)

年0.25～1.7％ → 0％

イ 間接被害:1/2補助(県1:市町村1)

年0.7％ → 0.35％

〇融資額1,000万円以内
10/10補給(県1:市町村1)

〇融資額1,000万円超
ア 直接被害

10/10補給(県2:市町村1)
イ 間接被害

1/2補給(県2:市町村1)

※なお、右記の信用保証料補助及び利子補給を活用可

新規融資枠：1,690百万円

融資対象者：ア 直接被害
市町村長の罹災証明等を受けた者

イ 間接被害
災害救助法適用地域で事業を営み、被災後、
売上高等の減少(20％以上)について市町村長
の認定を受けた者

融資限度額：設備・運転・併用8,000万円

融 資 期 間：設備13年以内（据置3年以内）
運転・併用10年以内(据置2年以内)

融 資 利 率：年1.2～1.6％
（3年間は1,000万円までの部分を0.6％に引き下げ）
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